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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２５年９月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２４年２月２８日 １４時１５分ごろ 

発生場所 新潟県佐渡市姫埼東北東方沖 

 姫埼灯台から真方位０７７°１１.５海里付近 

 （概位 北緯３８°０８′ 東経１３８°４８′） 

インシデント調査の経過  平成２４年５月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（仙台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十一たいよう丸、１３５トン 

 １３７０００、大洋エーアンドエフ株式会社 

 ３７.７１ｍ（Lr）×８.１０ｍ×３.３０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、８５３kＷ、平成１３年２月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ５５歳 

 四級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和５３年５月４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年３月１７日 

  免状有効期間満了日 平成２６年４月３０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機２番シリンダにおいて、吸気弁の欠損及び曲損、同弁座の損傷、

同プッシュロッドの曲損、排気弁の曲損、同弁座の損傷及びピストン

頂面の損傷並びに過給機のノズルリングの損傷及びタービン翼の欠損 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか１９人が乗り組み、姫埼東北東方沖で

漁場調査中、平成２４年２月２８日１４時１５分ごろ機関室から異音

が発生し、機関長が、機関室に急行して主機を停止し、点検を行った

ところ、２番シリンダの吸気弁プッシュロッドの曲損を認め、主機の

運転ができないと判断した。 

 本船は、僚船にえい
．．

航を依頼し、１９時４５分ごろ新潟県新潟市新

潟港新潟西港区に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 ４～５m/s、視界 良好 

海象：うねり波向 北、波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 

 

 主機は、過給機付き４サイクル６シリンダのディーゼル機関であ

り、左舷側に燃料噴射ポンプ及びプッシュロッドを、右舷側に排気管
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を、右舷後方に過給機をそれぞれ有し、各シリンダには、中央に燃料

噴射弁が、船首側及び船尾側に排気弁及び吸気弁がそれぞれ２本取り

付けられていた。 

 本船は、着岸後、主機製造業者及び機関修理業者による点検が行わ

れた結果、主機２番シリンダの吸気弁の弁傘部が欠損したので、その

破片が、ピストン上に落下し、その後、過給機に入り込んでノズルリ

ング等を損傷していることが分かり、さらに、ピストン頂部の触火面

に打痕及び吸気弁並びに排気弁の弁座に損傷が認められた。 

 本船は、平成２３年４月１７日に機関修理業者による主機の開放整

備を行い、主機２番シリンダの吸気弁の摩耗量を計測し、摩耗量が使

用範囲であり、カラーチェック等による点検を行って異常がなかった

ので、継続使用とした。 

 主機の年間平均運転時間は、約３,２００時間であり、１か月当た

り、約２８０時間運転されていた。 

 本船は、主機が約５０～７５％の負荷で運転されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

 本船は、姫埼東北東方沖で漁場調査中、主機２番シリンダの吸気弁

の弁傘部が欠損したことから、ピストン頂面に落下した破片で吸気弁

が叩かれてプッシュロッドが曲損し、その後、過給機に入り込んだ破

片により、過給機のノズルリング等が損傷して主機の運転ができなく

なって運航不能になったものと考えられる。 

 主機は、機関修理業者による開放整備が行われた際、２番シリンダ

の吸気弁の摩耗量が計測され、摩耗量は使用範囲であったものの、限

度に近かったことから、吸気弁の傘部が欠損した可能性があると考え

られる。 

原因  本インシデントは、本船が、姫埼東北東方沖で漁場調査中、主機２

番シリンダの吸気弁の弁傘部が欠損したため、ピストン頂面に落下し

た破片で吸気弁が叩かれてプッシュロッドが曲損し、その後、過給機

に入り込んだ破片により、過給機のノズルリング等が損傷して主機の

運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機を開放整備した際、次回の開放整備までに摩耗限度を超える

可能性がある部品については新替えを行うこと。 

 


